
交雑個体・集団の指定について、迅速かつ適切な規制を可能に。
迅速、定期的に指定できる体制や枠組みを確保。
大量遺棄等による弊害を軽減した規制の仕組みの構築と各種対策の推進。
遺伝子解析で簡易に判定が可能な外来生物も指定を推進。
国内で流通している未判定外来生物の特定外来生物指定を検討。

（１）特定外来生物の効果的な指定

飼養等許可手続きのシステム改良等による合理化・効率化。
過去から継続的に課題となっている種（ｾｲﾖｳｵｵﾏﾙﾊﾅﾊﾞﾁ、ｵｵｸﾁﾊﾞｽ等）の対策の継続と改良。

（２）飼養等許可の適切な執行管理

海外での輸出時対策強化のための国際連携の強化。
特定外来生物付着等の“おそれ”の段階を含めた拡散防止措置や、防除の協力要請等
の法的な枠組みを構築。
関連の深い事業者の配慮事項を整理した指針等を法律に位置づける等の措置を実施。
発見時の通報をしやすくする取組の推進。

（３）水際における意図的及び非意図的な導入対策の推進

分布情報などの情報整理と発信、拡散懸念地域への注意喚起と取組促進ができる仕組みと体制の確保。
防除の際の運搬や保管等に係る規制について、種の特性を踏まえた運用を可能に。
防除の際に必要に応じて適切な薬剤を迅速に使用できる仕組みを検討。
公的資金以外の資金調達など多様な仕組みの活用を推進。

（４）国内に定着している特定外来生物の防除対策の推進

｢生態系被害防止外来種リスト｣や｢外来種被害防止行動計画｣の外来生物法との関係を整理、見直しを実施。
緊急対策外来種について、早急に対策を強化。
産業管理外来種について、分布、被害、産業利用等の状況等を改めて確認し、適切な対応を実施。
地方公共団体が条例や行動計画の策定を進めるための国の推奨・支援の実施。
島嶼地域での国内由来の外来種対策を含めた重点的な外来種対策の実施。

（５）特定外来生物以外の外来種対策の推進

各主体が行うべき取組を法的に明確にし、取組支援等の
予算と体制を確保。
生物多様性等に悪影響を及ぼす要因としての外来種問題の
位置づけ、法の遵守等の普及啓発の推進。
対象を明確にし、戦略的に普及啓発を実施。特に学校教育・社会教育
が重要。

（６）各主体の協力と参画、普及啓発の推進

調査研究を推進し、成果を社会に還元して、効果的な外来種対策に繋げる。
データ収集等の妨げとなっている運搬規制について、種の特性を踏まえた運用を可能に。
重要な研究課題へ重点的、かつ速やかに研究資金を配分できる枠組みを検討

（７）調査研究の推進

外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置
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